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一
般
質
問

一
般
質
問

し
た
こ
と
も
、
長
期
的
に
み
る

と
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

副
町
長

　

人
口
推
計
は
国
勢
調
査
を
元

に
、
サ
ン
セ
ス
間
生
存
法
で
変

動
率
を
見
て
人
口
傾
向
を
推
計

し
、
幼
児
教
育
・
保
育
園
等
の

施
策
を
行
っ
て
い
る
。

建
設
課
長

　

安
心
し
て
通
行
で
き
る
交
通

体
系
の
構
築
の
一
つ
と
し
て
、

西
軽
地
区
の
中
山
道
か
ら
桜
ヶ

丘
を
通
り
、
ツ
ル
ヤ
さ
ん
の
南

側
あ
た
り
へ
抜
け
る
、
東
原
西

軽
井
沢
線
の
ル
ー
ト
調
査
等
の

調
査
委
託
費
を
、
平
成
26
年
度

予
算
計
上
し
て
あ
る
。

野
元　

三
夫　

議
員

第
4
次
御
代
田
町
長
期
振

興
計
画
（
後
期
平
成
23
〜
27
年

度
）
は
超
長
期
計
画
と
し
て
2

万
人
公
園
都
市
構
想
を
掲
げ
て

い
る
が
、
将
来
人
口
の
減
少
予

測
や
、
高
齢
化
に
よ
る
国
保
会

計
等
の
健
全
運
営
も
難
し
く
な

っ
て
い
る
。
計
画
残
期
間
も
2

年
あ
る
の
で
見
直
し
が
必
要
と

考
え
る
。

　

ま
た
、
社
会
資
本
総
合
計
画

は
平
成
26
年
か
ら
の
新
計
画
と

な
る
が
、
ど
の
よ
う
な
整
備
計

画
を
予
定
し
て
い
る
の
か
。

企
画
財
政
課
長

　

財
源
推
計
は
将
来
3
カ
年
を

基
本
的
に
推
計
し
、
投
資
的
財

源
に
ど
の
く
ら
い
の
一
般
財
源

が
使
え
る
か
を
推
計
す
る
も
の

で
、
国
保
会
計
等
の
特
別
会
計

は
含
ま
れ
な
い
。

　

国
保
会
計
の
問
題
は
急
激
な

医
療
費
の
増
大
と
考
え
る
。
ま

た
、
過
去
に
国
保
税
の
値
下
げ

に
よ
り
基
金
を
一
気
に
吐
き
出

問

情
報
を
口
頭
で
伝
え
て
い
る
。

2
、
子
ど
も
安
心
カ
ー
ド
の
導

入
に
つ
い
て
は
、
名
称
が
違
う

が
、
現
在
、
使
用
の
保
健
調
査

票
が
そ
れ
に
当
た
り
、
情
報
が

網
羅
さ
れ
て
お
り
対
応
は
で
き

て
い
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
て

い
る
。

　

例
え
ば
佐
久
広
域
全
体
の
消

防
署
の
取
り
決
め
の
中
で
必
要

と
あ
れ
ば
、
整
備
を
研
究
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

る
。

池
田　

る
み　

議
員

子
ど
も
達
が
学
校
生
活
の

中
で
病
気
や
け
が
な
ど
で
、
救

急
搬
送
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
た

時
に
、
正
し
い
情
報
の
伝
達
が

迅
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
次
の

点
に
つ
い
て
問
う
。

1
、
町
内
の
学
校
に
お
い
て
救

急
搬
送
さ
れ
た
事
例
は
あ
る
か
。

あ
っ
た
場
合
、
そ
の
時
の
情
報

伝
達
は
ど
の
よ
う
に
さ
れ
た
の

か
。

2
、
保
護
者
の
同
意
を
い
た
だ

き
救
急
隊
員
に
渡
せ
る
「
子
ど

も
安
心
カ
ー
ド
」
を
導
入
出
来

な
い
か
。

教
育
次
長

1
、
過
去
3
年
間
の
状
況
は
、

学
校
内
で
は
3
回
、
登
校
時
、

通
学
路
等
で
4
回
程
度
、
救
急

搬
送
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。

　

情
報
の
伝
達
は
、
主
に
養
護

教
諭
が
そ
の
任
に
当
た
っ
て
い

る
。

　

現
場
に
居
合
わ
せ
な
い
時
は

児
童
や
教
員
か
ら
聞
き
取
っ
た

問

中
で
1
村
が
外
れ
て
い
る
。
当

時
計
画
し
た
都
市
計
画
街
路
や

都
市
公
園
等
の
都
市
施
設
整
備

は
、
伍
賀
地
域
に
は
必
要
な
い

と
い
う
判
断
の
中
で
除
外
さ
れ

た
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
伍
賀
地
区

に
大
き
な
社
会
情
勢
の
変
化
に

よ
る
新
た
な
都
市
施
設
の
整
備

計
画
が
な
く
、
伍
賀
地
区
を
都

市
計
画
区
域
に
編
入
す
る
た
め

の
明
確
な
変
更
目
的
や
将
来
ビ

ジ
ョ
ン
が
な
い
。

　

都
市
計
画
税
の
不
公
平
感
と

い
う
理
由
の
み
で
県
に
同
意
は

得
ら
れ
な
い
が
、
都
市
計
画
区

域
の
見
直
し
は
検
討
し
て
い
く

と
認
識
し
て
い
る
。

町
長

　

当
時
の
首
長
の
判
断
が
分
か

ら
な
い
。
何
か
理
由
が
あ
っ
た

の
か
、
そ
の
後
、
公
共
下
水
道

事
業
や
公
園
整
備
、
い
わ
ゆ
る

都
市
計
画
事
業
が
始
ま
っ
た
。

　

同
じ
町
内
で
、
一
部
の
地
域

に
は
特
定
税
金
が
賦
課
さ
れ
、

一
部
の
地
域
で
は
賦
課
さ
れ
な

い
不
公
平
に
つ
い
て
は
、
将
来

的
に
解
決
す
る
課
題
の
一
つ
と

認
識
し
て
い
る
。

内
堀　

恵
人　

議
員

当
町
は
、
昭
和
38
年
に
都

市
計
画
区
域
が
指
定
さ
れ
50
年

が
経
過
し
た
。
指
定
区
域
は
都

市
計
画
税
が
課
税
さ
れ
、
区
域

外
は
課
税
さ
れ
な
い
不
公
平
感

が
あ
る
。

　

今
ま
で
2
回
一
般
質
問
を
し
、

町
は
引
き
続
き
調
査
検
討
す
る

答
弁
で
あ
っ
た
が
、
作
業
は
進

ん
で
い
る
か
問
う
。

建
設
課
長

　

御
代
田
町
は
、
昭
和
31
年
に

旧
御
代
田
村
、
伍
賀
村
、
小
沼

村
が
3
村
合
併
し
、
昭
和
38
年

に
、
都
市
計
画
区
域
が
指
定
さ

れ
施
行
し
た
。

　

都
市
計
画
区
域
は
、
自
然
的
、

社
会
的
条
件
、
人
口
、
産
業
、

土
地
利
用
、
交
通
量
等
の
現
況

と
そ
の
推
移
を
考
慮
し
、
一
体

の
都
市
と
し
て
総
合
的
に
整
備

し
、
開
発
し
、
保
全
す
る
必
要

の
あ
る
区
域
と
い
う
原
則
の
も

と
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

御
代
田
町
は
、
3
村
合
併
の

問

入
場
料
を
徴
収
し
な
い
で
使
用

す
る
区
分
は
減
免
率
80
％
を

50
％
に
縮
減
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

町
が
合
併
せ
ず
自
立
の
道
を

歩
む
こ
と
を
決
め
た
時
に
策
定

し
た
自
律
改
革
案
で
は
50
％
と

な
っ
て
い
た
が
、
今
回
17
年
ぶ

り
の
消
費
税
の
改
定
等
に
よ
る

単
価
上
昇
も
あ
る
が
、
エ
コ
ー

ル
開
館
11
年
経
過
す
る
中
で
初

め
て
の
見
直
し
を
お
願
い
し
た

い
。

町
長

　

負
担
を
お
願
い
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
ご
協
力
願
い
た
い
。

ま
た
Ｂ
Ｇ
体
育
館
等
の
体
育
施

設
は
既
に
50
％
減
免
に
改
定
さ

れ
て
い
る
の
で
、
合
わ
せ
て
理

解
を
お
願
い
し
た
い
。

池
田　

健
一
郎　

議
員

町
教
育
委
員
会
で
は
、
先

頃
公
民
館
活
動
を
し
て
い
る
グ

ル
ー
プ
の
代
表
を
集
め
て
、
館

使
用
料
の
減
免
率
を
見
直
す
旨

を
伝
え
た
と
聞
い
て
い
る
。

　

エ
コ
ー
ル
は
、
生
涯
学
習
の

施
設
と
位
置
付
け
、
活
動
の
拠

点
と
し
て
多
く
の
町
民
に
利
用

さ
れ
て
来
た
。

　

今
回
は
事
実
上
の
値
上
げ
で
、

利
用
者
に
と
っ
て
大
き
な
負
担

増
と
な
り
、
公
民
館
活
動
の
妨

げ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
町
の

考
え
方
を
問
う
。

教
育
次
長

　

利
用
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
は

フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
愛
好
会
等
33

団
体
・
登
録
者
数
526
名
で
、
1

団
体
当
た
り
年
間
利
用
回
数
は

28
回
程
度
に
な
っ
て
い
る
。

　

今
回
の
改
定
は
減
免
率
の
変

更
で
、
公
的
団
体
（
社
協
・
体

育
協
会
等
）
が
使
用
す
る
場
合

は
100
％
減
免
で
無
料
扱
い
で
あ

る
が
、
町
民
や
町
内
事
業
所
が

問

 東原西軽井沢線、調査費計上

新道路整備計画は
 将来的に解決する課題

都市計画区域と都市計画税の見直しは

 自律改革案に沿った改定

なぜ公民館使用料を見直すのか
 現行の保健調査票で対応

子ども安心カード導入は

エコールみよた


